（決算期）

第５条　　当会社の営業年度は、毎年　　月　　日から翌年　　月

　　　　　日までとする。

第６条　　本定款に規定のない事項については、商法その他関連法

　　　　　令によるものとする。

　以上、　　　　　　　　　　　　　　設立するため、ここに定款

　を作成し、各社員、次に記名押印する。

　　　　　　　　　平成　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　無限責任社員

　　　　　　　　　　　有限責任社員

